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紫雲寺地域統合小学校開校へ向けて

【望ましい学校規模】

　学級数については、クラス替えができる1学年2学級以上、学級数については、

1学級20人以上が望ましい。（新発田市立小・中学校の望ましい教育環境に関する基本方

針）

実現の方法

時　　　期

統　A　校

通学支援

そ　の　他

3校（紫雲寺小学校・米子小学校・藤塚小学校）の同時統合とする。

平成33年4月開校を目標とする。

現状の紫雲寺小学校を統合校とする。

通学距離のみで判断することなく、通学環境を考慮し実施する。

児童が不安を感じないように、開校前から十分考慮した学校運営を行
つ。

平成33年4月の見込み数（平成28年5H1日現在）

紫雲寺小学父 米子小芋父 藤塚小学父
…女　昔　磁、 女　曇　慧、 女　昔　≡

1子 1α　掴 24 1 6　3 9 1 9…　8 薯7 重

2学年 14i抱 24 1 7］　4 董1 1 131村 24 1

3学年 14i　15 29 1 5　6 董1 1 8　3 臼
］

4学年 14…14 28 1 6…　2 8 1 α　措 24 1

5学年 ］4i　9 23 1 71　4 11 1 12・措 26 1

6学年 ］2i　9 2f 1 4i　6 董O 1 5i　6 軒 1

フ817f 掴9 6 35　25 6◎ 6 57156 目3 6

合小学交
女　曇　愚、

1子 25 25 50 2

2学年 34 25 59 2

3学年 27 24 51 2

4学年 30 30 6◎ 2

5学年 33 27 60 2

6学年 2董 21 42 2

｜7◎ 152 322 12

・ 1・



こカまでの主躍緯

　○平成23年1月23H、3◎H　f新発田市立小・中学校の望ましい教育環境に関する基本方

　　針」を米子小学校区（米子小学校ランチルーム）、藤塚小学校区（藤塚浜会館）、紫雲寺小

　　学校区（地区公民館大ホール）で説明会を開催。

　○平成23年11月20日、27日にはこの基本方針に基づき、紫雲寺小学校・米子小学校・藤

　　塚小学校の統合説明会を同じ会場で実施。（内容については12月に地区回覧）

　○平成24年1月22日の真野原外公会堂での説明会を皮切りに、11自治区で説明会を開催

　　（1月、2月の内容については5月に地区回覧、3月の内容については7月に地区回覧）

　○平成24年10月には、平成20年に統合した加治川小学校のアンケート結果をお示しし、意

　　見、感想を募集。

　○平成26年には「紫雲寺地域自治会連合会・町内会役員と小学校PTA・保育園保育会正副

　　会長により懇談会を2回開催し、平成27年3月には小学校PTAと保育園保護者会と合同

　　でアンケート実施。

　○平成27年も引き続き懇談会を2回開催し、12月にはアンケート結果を地域と保護者に配布

　　し、平成28年度に向けてこの懇談会から一歩進んだ組織を立ち上げる事となった。

　○平成28年に入り、自治会連合会役員と調整を行い7月に「（仮称）紫雲寺地域の望ましい教

　　育環境検討委員会」が立ち上がった。この委員会において、具体的に統合を検討するため

　　に名称を「紫雲寺地域統合小学校検討委員会」とし、今Nに至る。11月には「検討委員会だ

　　より（第1号）」を地域回覧した。

紫雲寺地‡或統i含］」、学十交検言寸委員会

（目的）委員会は、紫雲寺小学校、米子小学校及び藤塚小学校の統合を円滑に進め、

　　紫雲寺地域の望ましい教育環境の実現を目指すことを目的とする。｛第2条］

（協議事項）委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討す

　　　る。［第3条1

　　　　　　（1）　統合小学校の開校に関すること。

　　　　　　（2）　統合小学校の教育環境整備に関すること。

　　　　　　（3）　その他目的を達成するために必要なこと。

（組織）委員会は、次に掲げる者で組織する。［第4条］
（1）

（2）

（3）

（4）

紫雲寺地区自治会連合会役員

藤塚浜町内会の代表

紫雲寺地域内の各保育園・小学校の保護者の代表

その他委員会が必要と認める者

・ 2・



翼ぱ勘な疏倉の遼め方

　（1）統合にあたっては、地域のみなさんの意見を十分踏まえて進めます。

（2）課題に向けては、噺発田市教育委員会」と「紫雲寺地域統合小学校検討委員会」

　　と連携して解決していきます。

（3）今後のスケジュール（案）

　　平成29年度　　　　　　　統合に向けた機運の醸成

平成30年度～32年度

平成31年度

平成32年10月頃

平成33年4月

課題解決、校名、校歌、PTA体制

教育課程の検討、3校児童交流活動

公共交通を含めた通学支援の検討

閉校記念式典実行委員会立ち上げ

閉校記念式典

統合小学校開校

香刀学狡区／ご方γナる獅ζ第4壇βノ8ξでの跳況

○紫雲寺小学校区

　学校区全体として概ね了承

　・紫雲寺小学校区自治会協議会　意見のとりまとめ

　・紫雲寺小学校PTA・紫雲寺保育園保護者会　アンケートとりまとめ

○米子小学校区

学校区全体として概ね了承

　・米子小学校PTA、米子保育園保護者会　統合小学校にっいての意見とりまとめ

　・米子小学校区自治会連合会、河岸場自治会・河岸場PTA、真野原外自治会・真野原外

　　PTA意見のとりまとめ、ニツ山自治会アンケートとりまとめ

○藤塚小学校区

　学区全体としての方向性を検討中

　・藤塚浜町内会　総会において方向性を協議

　・藤塚小学校PTA・藤塚浜保育園保育会でアンケートとりまとめ　合わせて合同で説明

　会を実施し、教育委員会と意見交換を実施した。

一 3・



紫雲寺地域統合小学校検討委員会　会則

（名称）

第1条　本会は、紫雲寺地域統合小学校検討委員会（以下倭員会」という。）と称する。

（目的）

第2条　委員会は、紫雲寺小学校、米子小学校及び藤塚小学校の統合を円滑に進め、紫雲寺

　地域の望ましい教育環境の実現を目指すことを目的とする。

（協議事項）

第3条　委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討する。

（1）　統合小学校の開校に関すること。

（2）　統合小学校の教育環境整備に関すること。

（3）　その他目的を達成するために必要なこと。

（組織）

第4条　委員会は、次に掲げる者で組織する。

　　　　紫雲寺地区自治会連合会役員

　　　　藤塚浜町内会の代表

　　　　紫雲寺地域内の各保育園・小学校の保護者の代表

　　　　その他委員会が必要と認める者

（1）

（2）

（3）

（4）

2 代表の選出方法は、各団体の定める通りとする。

（役員の種類）

第5条　委員会に次の役員を置く。

（1）　会長　1名

（2）　副会長　2名

（役員の職務）

第6条　会長は、委員会を代表し、会務を総括する。

2　副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、職務を代理する。

（役員の選出）

第7条　役員は、委員の互選による。

（役員の任期）

第8条　役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

2　補欠により選出された役員は、前任者の残任期間とする。

3　役員は、任期満了後であっても、後任者の就任するまでは、その職務を行うものとする。

（会議）

第9条 委員会の会議は会長が招集し、会議の議長となる。



（部会）

第10条委員会に部会を置くことができる。

（事務局）

第11条　委員会の事務局（以下「事務局」と言う。）を教育委員会教育総務課に置く。

（補則）

第12条　この会則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会

　に諮り決定するものとする。

附鄭

1　この会則は、平成28年12月13Hから施行する。
2　委員会設立初年度の任期は、第8条の規定に関わらず、委員会の定めるところによる。


